
【返戻金制度について】 

 

■返戻金制度の有無  

制度あり  

 

■返戻金制度の内容  

当社が紹介した応募者が入社後、適法な求人者の規定に基づく懲戒解雇または自己都合

（応募者の死亡、病気、または退職勧奨等の甲の責めに帰すべき事由を除く）により退職

に至った場合、退職した日が入社後９０日以内である場合に限り、下記の基準に基づき紹

介手数料を返還いたします。（ただし、契約書・覚書等で別途定められた場合は当該定め

によります。） 

 

・退職日が入社後３０日以内の場合  報酬額×８０％ 

・退職日が入社後６０日以内の場合  報酬額×５０％ 

・退職日が入社後９０日以内の場合  報酬額×２０％ 


